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開議 午前９時３０分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１０名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  質問者は、豊能町議会運営に関する申し

合わせ事項の会議規則に係る申し合わせ事

項に記されているように、通告にない質問

はできません。また、質疑・答弁合わせて

５０分と限られていますので、答弁者は簡

潔明瞭に答弁をしてください。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して、質問を

行ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて５

０分といたします。 

  秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  おはようございます。秋元です。 

  議長より御指名をいただきましたので、

一般質問をさせていただきます。 

  理事者の皆様におかれましては、簡単明

瞭な答弁のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

  では、通告に従いまして順次質問させて

いただきます。まず、２小２中の今後につ

いてということで上げさせていただいてい

ます。 

  これは、先般教育委員会より令和８年度

の東西義務教育学校開校後のスケジュール

など書かれました資料を頂きました。この

中の豊能町のタイトル的には「豊能町の小

中学校再編の考え方の案」となっておりま

すけれども、そのスケジュールの下に令和

８年度以降、つまり統合後ですよ、将来の

子どもの数を検証し複式学級が二つ発生す

るような状況になれば、再度小中学校の在

り方を検討する目安とするという一文がご

ざいます。 

  町長は、１小１中はまちづくりの観点が

ないとして、２小２中を打ち出されており

ますので、東西地区それぞれに学校を核と

したまちづくりを今後進めていくかと思い

ますけれども、仮にここにありますように、

複式学級が二つ発生した場合、どのような

要するに２小２中を大前提に、どのような

小学校の在り方が望ましいのか、正直私自

身が全く発想が出てこないんですね。せい

ぜい出てきても山荘学校とか、あるいは寄

宿舎とかそういうふうな観点が外れてしま

うかもしれませんが、私自身がちょっと出

てこないものですので、もしこういった場

合、どこかに他市でいい例がありましたら、

ちょっと教えていただけますでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  おはようございます。 

  秋元議員さんの御質問に御答弁させてい

ただきます。 

  今、議員さんから御指摘がありましたよ

うに、令和２年８月の総合教育会議で統合

後は将来の子どもたちの数を検証し、複式

学級が二つ以上発生するような状況になれ

ば、小中学校の在り方を検討する目安とす

るということを確認したところでございま

す。 

  これに至りますまでに、令和元年７月よ

り町長、そして教育委員会が十数回これは

事後協議を使いまして、意見交換、懇談会

を開きまして、教育委員会といたしまして

は、グランドデザインで示しております新
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しい教育システム、一つは保幼小中一貫教

育小学校、すなわち９年生の義務教育学校

を目指すこと、そして地域とともにある学

校づくり、これを進めることを確認をいた

しました。 

  また、町長のほうからは地域とともにあ

るまちづくり、また子育て支援を進め子育

て世代の転入を進め、目指していくという

ようなことがございまして、東地区は１０

０人台、西地区は４００人台の児童生徒を

その規模をキープすることを目標としたと

ころでございます。やはり子どもたち複式

学級が二つ出現するというようなときには、

やはり子どもたちの効果などを踏まえて、

これは教育総合会議、そして教育委員会を

含めて再度その在り方については、検討す

る必要があるというように思っております。 

  なお、今アドバイザーで入っていただい

ておる先生から、そういったときにどうや

はり対応すべきか、それはやはりみんなで

考えていく必要があるが、例えばでござい

ますが、これを東地区、西地区と二つの義

務教育学校をつくろうとしておりますけれ

ども、人数がやはりどちらも減ってきた場

合は、一つの考えとしていろいろとあるだ

ろうけれども、例えば豊能未来学園一つに

して、例えば吉川キャンパスあるいは東能

勢キャンパス、そういうようなことも考え

られるのではないかと、そのようなことを

みんなで今後やはり相談していく必要があ

るんではないかというような助言をいただ

いておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  御答弁ありがとうございます。 

  私が教えていただきたかったのは、町長

ははっきりと東西に学校を置く。その理由

としてまちづくりをおっしゃってるわけで

す。それはたとえ子どもの複式学級が二つ

発生しても、まちづくりのためには学校を

動かさないという前提だと私は思ってるん

です。まちづくりとおっしゃってますから。

その場合どのような学校、要するに在り方

が考えられますかという質問なんです。 

  ですから、減ってきたときに一つにして

吉川キャンパスとか、そういう御回答を検

討してくださってるのは結構なんですけれ

ども、大前提としてまちづくりのために東

西に置くという前提の上にこの資料は出さ

れてるわけですから、果たしてそういうと

きにどのような学校の在り方が考えられる

のかを知りたいんです。ここに書かれた以

上、その観点で御答弁いただけたら助かる

んですが、お願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。 

  私のほうができるものというのは、まち

づくり、こちらのほうが私のほうの責任に

なります。それから教育委員会においては、

子どもたちの教育、この部分で一緒に進め

させていただいてますけれども、今秋元議

員からおっしゃられるように、私はまちづ

くりという部分は地域が活性化して、地域

がそこの中で発展するというのが一番重要

なポイントです。 

  したがって、私は先ほど森田教育長から

も言われましたけども、子育ての層の方々

がこの東地区、西地区とも入っていただい

て、将来絶対に人口が減ってくるのは間違

いありませんけれども、そこの構成として、

子育て層が活躍ができるまちづくり、ここ

を推し進めるという形が私の決意です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 
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○９番（秋元美智子君） 

  今、町長が御答弁してくださったことは

この後に質問しようと思ってましたので、

具体的に子育て層を増やすためにどのよう

な計画を持っているかということは、この

後の質問でさせていただきたいと思います

ので、まずはさっきおっしゃられた私自身

が想像つかないんですね。複式学級が二つ

発生した場合に。 

  じゃあ、その後の学校の在り方、小中学

校の在り方、検討する目安は分かりました。

目安で検討した結果どういう形のものが出

てくるのかが、ちょっと分からないので、

どこか本当に全国にそのような例があるな

らば教えていただきたいなと。ここに書か

れた意図はそういう意味合いがあるんだと

思って、お尋ねしてますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  先ほども御答弁させていただきましたよ

うに、教育委員会といたしましては、これ

まで保護者説明会あるいは、もちろん議員

の皆様方に御説明させていただいておりま

すように、グランドデザインで示しており

ます、やはり保幼小中一貫教育１５年間を

通じた教育これを横軸に、そしてそれを進

めるためには、やはり地域の皆さん、学校、

地域、家庭がやはり連携を取りながら共同

で子どもたちのことを応援、支援していく

と、そういうシステムの中で義務教育学校

これをつくっていこうとしております。 

  教育委員会といたしましては、今議員御

指摘のこれは複式学級が二つ出てきたよう

な、子どもたちの人数が減ってきたときに

どうするんだというようなことでございま

すが、そのことにつきましては先ほど助言

いただいております先生からのそういうよ

うな御提案もございましたですけども、そ

のことをやはりしっかりとこれからみんな

で考えておく必要があるというように思っ

ておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ということは、もしこのまま減ってきた

場合に、二つの学校を一つにしてこっちは

東能勢キャンパス、あるいは吉川キャンパ

スとか、何かしらの町内を移動するような

学校というふうなイメージで受け取らせて

いただいてよろしいでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  先ほど申し上げましたように、これはあ

くまでも助言いただいております先生から

の、一つのプランというようなことでござ

いますので、もちろんこのこともあるとい

うように思いますが、いろんな方策が考え

られると、そこのところはやはりみんなで

知恵を出し合って、子どもたちのためにど

ういうふうなことが一番やはり子どもたち

にとっていいか、そこのところをしっかり

考えていく必要があるんではないか。 

  助言の先生がおっしゃってますのは、や

はりテレワークとかいろんなやはり機器が

これは導入されてきてますので、たとえ東、

西にあっても例えばそういうような交流す

る授業ですとか、あるいは大きな行事は例

えば運動会、体育大会はどちらかで開催を

するとか、いろんな方策が考えられるんで

はないかなというようなヒントもいただい

ております。何もまだこのことが決まった

ことでも何でもないんですけれども、今後

考えるときのヒントとしていきたいという
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ようには思っております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今、教育長いみじくも子どもたちのため

にというお言葉を使われましたけど、その

将来の子どもたちを考えて、教育委員会が

出したのは１小１中でしたが、ですからま

ずはそのことを胸に置いていただきたい。

これは今さらどういうではないですけど、

やはり同じようにして豊能町の将来の子ど

もたちのことを考えて１小１中ということ

を出してますので、ぜひそのことは胸に置

いていただきたいと。 

  それと複式学級というのは、私の付け焼

き刃な勉強なんですけども、二つの学年で

例えば１年生でしたら８人以下で、小学校

１年生がいない場合は二つの学年で１６人

以下だったら複式学級になるというふうに

認識してるんですけども、それが正しけれ

ば例えば２年生、３年生、４年生、５年生、

この４学年がそれぞれ８人以下になってし

まったら、２年と３年で１６人、４年生と

５年生で１６人、ここで複式学級が二つで

きるというふうにこの一文は受け取ってよ

ろしいんでしょうか。 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  複式学級の考え方についての御質問でご

ざいますが、これは１年生と次の学年です

から２年生を足したときは８人以下と、１

年生と２年生なんですね。隣の学年。そし

てその１年生を除くほかの学年につきまし

ては、例えば３年生と４年生これを足して

１６人以下、これを複式学級というふうに

するというのが考え方でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  そう考えますと、あくまでも対象は１年、

２年、３年、４年というふうな答弁になり

ますけども、それでいいんですか。例えば

４年生、５年生が８人、８人だった場合に

同じ隣り合わせの学年で１６人ですから、

ここも複式学級になりませんか。まず、い

ずれにしても、これはまた後ほどきちんと

勉強させていただいての質問なんですけど

ね。 

  令和３年の７月１日現在、東地域ではゼ

ロ歳児が１０名です。１歳児が８名、２歳

児が９名となっております。これはまだ令

和３年の７月１日だから、この後増えるか

減るか分かりません。町長の腕にかかって

ると思いますけども、となればもう現時点

で複式学級の目安が間近に迫ってるなとい

うふうに私は思うんですが、だからこそ教

育委員会も１小１中を出したと思うんです

けども、これいつ頃始めるんですかという

質問もちょっと愚問なものですので、質問

としては仮に複式学級が発生した場合、現

実に、町が望めば大阪府教委などは、例え

ば単式学級で取り組めるように先生をちゃ

んと７人でも１人、５人でも１人というふ

うな、そういうふうなことは期待できるん

でしょうか。ここをお尋ねします。 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  これまで大阪府におきましては、議会の

皆様、そしてＰＴＡの皆さん方のやはり御

要望等、これを大阪府教育委員会のほうに

届けていただきまして、それで単式学級維

持というふうなことで先生を配置し、複式

学級の人数になっても単式学級１学年１ク

ラスこれが維持できるような体制を取って

きていただいておるところでございます。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  大阪府のそういった協力、大きな力をい

ただいているならば、別にここに複式学級

が二つできようが三つできようが、何も検

討する必要はないかと思うんですが、この

辺りのところをもう一遍御説明ください。 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  子どもたちのやはり数を検証していく中

で、複式学級になるような、例えば先ほど

ありました１年生と２年生を足して８人以

下７人になる、あるいは４年生と５年生を

足して例えば１２人になる、そういうよう

な学校規模になるようなことが想定された

ときは、それは一つの目安としてみんなで

集まって、それで地域の方を含めた学校運

営総合会議あるいは教育委員会議、そうい

うところでみんなでどうあるべきかと、そ

ういうことを検討していきましょうという

ことでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  現実はさっき私がお伝えしましたように、

かなり差し迫った、その複式学級二つとい

うのは、やはりあっという間に来るような

時間だと思います。現状では。これから町

長にまちづくりについてお尋ねしますけど

も、やはりそういったところを考えたとき

に、私はそのもう子どもたちのためには、

１小１中これを考えて動くのが豊能町の姿

だと思ってます。これは要望ですのでここ

で終わりにいたします。 

  それで町長にお尋ねしますけれども、要

するにそこまで押し迫って、先ほど子ども

の人数伝えましたけれども、押し迫ってま

して町長としてはやっぱり学校を二つ置い

て、そこでまちづくりを進めていきたいと

お考えの基に、それぞれに一貫校お決めに

なったわけですから、この後どのようにし

て先ほど触れましたように、子育て世帯が

移住してくるようなまちづくりを進めてい

こうとしているのか、具体的な計画として

お持ちでしたらお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  お答えさせていただきます。 

  具体的なというところでございますけれ

ども、まちづくりという部分に関しては、

我々のところが抱えるその課題を解決する

たくさんの方法がございます。 

  一つは平成２８年のときに、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の中にも訴えられ

ているように、住みたくなる町、そして子

育てしやすい環境というのをつくっていく

と、これはずっと今までも取り組んでいる

ところでございます。 

  そして、このコロナの関係がございまし

たその結果かどうか分かりませんけれども、

令和３年の４月の段階では転入・転出自身

が今までは転出超過ということで、その差

が２００名以上あったというところですけ

れども、この差がだんだんと縮まってきて

るというのは、今までの活動も含めてでき

てきたことだと思います。 

  特にその段階の中で、子育て層が入って

来るということは、学校があるかないかと

いうところが一番のキーになってます。東

地区の希望ヶ丘も含めて、今までは不動産

会社から学校はなくなる可能性があるとい

う形で、重要事項説明の中にされてました。

今回そのものが解除されたというところで、

今東地区の希望ヶ丘などでは転入者が少し
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ずつ増えているということですので、一挙

にはいきませんけれども、今後そういう形

で、まず私は学校教育の魅力化、それをま

ずは求める。その上で地域と家庭と学校と

が魅力ある学校を目指して、そのために令

和４年からスタートをするわけですけれど

も、通いたくなる学校、これをまずはつく

っていくというところが一番重要であると

いうように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  もうちょっと違った形で期待してたのは、

例えばそこに住宅開発をするとか、もうこ

れは昔の話ですよ。過去からの流れじゃな

くて、町長としてこういうふうにしたらい

いんじゃないかという強い目的というか、

目標というか、そういったものを聞きたか

ったんですけど、それはございませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  一つの答えというのは、この少子高齢化

の中においてたくさんの課題があると、そ

の課題解決をしていかないといけないとい

うところでございます。一つは教育の部分、

それからもう一つはこの東地区については、

特に農空間整備事業も進めているところで

す。その活動も含めて働きのいわゆる農業

の担い手、そういう部分もこの地域の中に

入ってくることが出てきます。 

  そしてこの役場、学校がある余野地区と

いうところを柱としながら、開発、にぎわ

いを取り戻していくというような形で１個

ではありませんけれども、たくさんのもの

を一つ一つ打っていって、子育て層が入っ

てくる、子育てしやすい町これをつくって

いかなければいけないということでござい

ます。 

  よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  町長今後ね、まちづくりをどう進めてい

くか、また別の機会があればお尋ねします

けれども、私とはやっぱりちょっと観点が

違ってるなと、それは学校があればいいと

思いますよ。ただ、その学校がクラス替え

もない、小ぢんまりとした学校であるなら

ば、私はやっぱり移住しようという気持ち

にはならないんです。そういう親もいます。

逆に、クラス替えできない小さな学校だけ

れども、やはりそこに魅力を感じてくる方

もいらっしゃるでしょう。これはどっちと

も言えません。ですから、そこのところは

今後考えていただきたい。 

  同時に、農業の担い手云々というと、私

はここら辺がちょっと怒りが出てきますね。

何がと言ったら道の駅の白紙撤回なんです

けども、豊能町の中でここでにぎわいと言

っても西地区の人は、ほとんど交流があり

ませんね。買物に来て帰るだけです。 

  私自身は、なぜ学校１小１中と言ってる

かというと、やっぱりにぎわいの基礎をつ

くる、人との交流をつくるのは若い世代だ

と思ってます。非常に親しくなりやすいＰ

ＴＡ活動であるとか、学校行事とか、ある

いは子どもが、私自身がそういう経験をも

ってますし、周りの友達を見てもそうです。

どこかでこの豊能町の若い世代は顔と顔を

見合わせて交流する機会、日常的に。そう

いう場をつくらなければ、豊能町は発展し

ないし、人流も生まれないと思ってますの

で、そういう角度からもぜひお考えくださ

い。これはこの質問で終わりにいたします。 

  それで次に入らせていただきます。中央

公民館についてです。 
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  あそこは、弾力運用避難所になってます

けども、実際は２階に和室があります。た

だし、その和室に行くにはエレベーターが

ありません。１階というのは２０人も入れ

ば会議は手いっぱいかなという会議室があ

ります。隣に木工室もありますけれども、

このときに実際に避難するときに、どこに

どのようにして受け入れ、先日聞いた人数

では１０人もいってませんので、いけてる

のかなと思いますけど、今後ここのところ

をどのようにして、対応していこうとされ

ているのか町の計画をお尋ねいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  中央公民館におきまして、現在のところ

避難者の方には、生活空間という考え方か

ら２階の和室に避難されるようにという御

案内を申し上げております。昨年度、令和

２年度に新型コロナウイルス感染症地方創

生臨時交付金を活用いたしまして、避難所

用の対策物品といたしまして、簡易ベッド

を購入いたしました。これにつきましては、

御高齢の方からも畳よりは寝起きがしやす

いという御感想をいただいております。 

  この御意見を参考にいたしまして、現状

ではもし例えばお体の不自由な方が中央公

民館に避難されてきた場合におきましては、

現場での判断になるんですけれども、避難

所の担当職員が介助して２階に御案内する

か、もしくは１階の先ほどおっしゃってい

ただいた会議室等に簡易ベッドや簡易テン

トのほうを配置いたしまして、そちらに御

案内するという想定をしております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  現場の対応は大変だと思いますが、その

先をどう考えているかの質問なんです。あ

のまま、あの状態で弾力運用避難所として

活用されていくんですかと。そうではなく

て、私としては町長は建物を壊すの反対で

すから、改修する計画があるとか、エレベ

ーターをつけようと思ってるとか、それと

ももう会議室の隣の美術室か何かとぶち抜

いて広くしちゃうとか。何かそういうお考

えがありますかと、大体あそこトイレはひ

どいですわね。和式で洋式もありますけど、

それと雨風がひどいとか、外側の壁からタ

イルが落ちてきませんか。落ちてますよね、

現実に裏に回ると、そういう状況の中でこ

の弾力運用施設として、このまま使われる

んですか。その状態でという質問ですので、

お願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  中央公民館のほう、先ほどおっしゃって

いただいたように老朽化であるとか、バリ

アフリーの問題を抱えているのは事実でご

ざいます。先ほど申し上げましたように、

現時点では中央公民館が場所もしくは避難

スペース等々も考慮して、東地区の弾力運

用避難所として適していると考えておりま

す。 

  将来的な部分につきましては、中央公民

館をどうするかというところも含めまして、

公共施設の再配置、公共施設再編検討委員

会において、今現在検討をしているところ

でございますが、その中には避難所として

の活用も念頭に置いて、検討をしたいと考

えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 
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  昨日も管野議員が触れたと思います。私、

も傍聴させていただきました。公共施設再

編会議かな、でも実際５人のうち４人は豊

能町の施設を知らない、当日視察してきま

したと、知ってるのは前の副町長１人です

ね。そういう中で、どんな再編計画を練ろ

うとしてるのか。昨日ちょっとまちづくり

の松本調整監が御答弁されてましたけれど

も、こういったことは町が決めていくこと

ではありませんか。他人に任せて検討して

ください。しかも、その方たち任されてど

うなります。視察に行くのは何回も行って

るわけじゃないんですよ。現実に避難が出

たときに入って体験するわけではないんで

すよ。 

  町が率先してこうすると決めていく話だ

と思いますけど、しかも私の提案ですけど、

本当は和室のある東能勢中学校が私は代用

施設としていいんじゃないかと思って、そ

れはそれで使うんだけど、例えば東能勢小

学校を公民館として使うようにするとか、

そういった計画が町で立てられないんです

か。どこかにそうやって、公共施設再編計

画会議みたいなのをつくって、進めていか

ないといけないんですか、行政として。お

尋ねします。ちょっと質問が違うかもしれ

ませんけど、今の再編計画でちょっと。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。公共施設再編検討委員

会の御質問が少し出たようですので、お答

えさせていただきます。 

  現在委員になっていただいている方のう

ち、外からのというような先ほど御質問が

あったかと思いますが、これにつきまして

は、学識経験を有する委員を選ぶことに今

回は専念しました。その学識経験の中で行

政学とあと財政学こちらのことを研究され

ている先生をお選びしまして、豊能町だけ

ではなくて、今日本全体的に人口減少の中

で行政がどのように取り組んでいかないと

いけないのか、行財政的なマネジメントは

どのように進めていかないといけないのか、

このような見地からの御意見を賜るように、

学識経験の先生を選ばせていただいたとこ

ろでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  時代の流れ、昔は人口がわっと広がって

豊能町もその職員をたくさんあれしたり、

施設を造らなくちゃいけない。そこからも

うどういうふうにして絞っていくかという

ときですね。専門家によると在庫整理とい

う言葉を使ってますけれども、そういう時

代です。それで豊能町もやってきたはずで

す。幼稚園を二つあったのを一つにしたり

とか、そのときにこういうふうな委員会を

つくりましたか。 

  例えば豊悠プラザですね、あそこを民間

にやらせるときも、こういう委員会をつく

って今まで豊能町やってきましたか。そう

じゃなかったと思うんです。だからなぜ今

回こういったことでしかも先送り、それは

失礼な言い方ですけども、なぜつくるんで

すかという質問です。ここの公民館云々で

はあえてつくらなくて、豊能町全体の中の

全ての公共施設を一緒にして、さあどうし

ましょうというふうな、そういう場合じゃ

ないと思うんですけど、この辺りいかがで

すか。 

  答弁はいいです。私は今回はそこに質問

を持ったわけじゃないですから。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁はいいですか。 

○９番（秋元美智子君） 
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  答弁してくださるなら。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  秋元議員からの御質問なんですが、各委

員会をつくって進めていかなければいけな

いのかという御質問であったかと思います。 

  豊能町にとりまして、中央公民館もそう

なんですけれども、公共施設大変老朽化し

ております。人口減少も進んでおりまして、

多額の経費を必要とする公共施設の需要、

これからの更新に答えていくには、公共施

設全体の最適な配置の検討というのが必要

となっているのではないかと、このように

考えております。 

  周辺施設との集約ですとか、複合化、多

機能化なども視野に入れまして、住民サー

ビスの維持向上が図れるように、検討して

いくための検討委員会でございまして、そ

の辺りからの御意見を賜り、この年度末に

中間報告を取りまとめさせていただき、次

年度に進めさせていただきたいと、このよ

うに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  秋元議員の議員の質問につきましてでご

ざいますが、先ほど松本まちづくり調整監

からのほうからも御答弁させていただきま

したが、追加で御答弁させていただきます。 

  私もこの公共施設再編検討委員会の委員

の１人でございます。先ほど秋元議員のほ

うからも、外部の有識者ばかりではないか

という御質問をいただいておりますが、先

ほど申し上げたとおり、いわゆる外からの

目ということもございますし、そういう専

門的な観点からそういう施設の在り方につ

いて御議論いただきたいということで、選

任をさせていただいたという部分がござい

ます。 

  この前に秋元議員も傍聴いただいたと思

いますけれども、施設の再編だけではなく

て、機能の面についても町としても考え方

を整理するべきではないかというような御

指摘も委員のほうからございました。 

  現在町のほうでもこの委員会とは別に公

共施設の再編ＰＴというのを町の課長級、

課長補佐級で組織している組織がございま

す。こちらのほうのＰＴとも連携してまず

町としての一定の考え方というものも考え

ながら、それを公共施設再編検討委員会と

も調整をしながら、その辺の考え方を取り

まとめてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  今回先ほど松本まちづくり調整監から御

答弁させていただきましたけれども、これ

は２か年計画でこの委員会をやってまいり

ます。１年目につきまして総論の部分とい

う部分で、２年目に中黒の部分ということ

で、２か年にかけて慎重に施設の数も大変

に多くございますので、その辺は慎重に検

討をしながら答申のほうを取りまとめてま

いりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今おっしゃった町の中でも検討されて、

そういうふうな委員会と、私が思うにやは

り町の中でしっかりとこういうふうにして

考えてますと、これについていかがでしょ

うかというには分かるんですよ。片やこっ

ちのほうで先生たちついこの間視察に行っ

たような形で、今るる説明していただきま

したけれども、それはちょっと違うんじゃ

ないかと。しかも町長は公共施設はできる
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だけ壊したくないとおっしゃってる。方針

を立てていらっしゃる。だったら、職員は

それに合わせて、じゃあどうしたらいいか

まとめた上で、公共施設再編計画のその専

門家に見てもらう。これが私は流れじゃな

いかなと。だから、いつまでたっても質問

をしても、再編計画でまとめてからと先送

りの答弁しか出てこない。これはもう町と

してはすごい反省していただきたい。お願

いします。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。今後の施設再編検討委

員会の進め方についてでございますが、先

日が第２回目で視察の１回目を終えました。

２回目なんですけれども、９月にあります

施設再編検討委員会におきましても、委員

のほうから学校についても視察をしたいと

いう意見がございましたので、学校のほう

も視察をいただくという御予定をしており

ます。３回目、４回目で視察と今までいた

だいた御議論を全て淘汰して、これからど

うしていくかという具体的な検討に入って

いただくという御予定にしております。お

願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  先ほども秋元議員からも厳しい御質問を

いただきましたけれども、けして議論を先

送りするというわけではございません。先

ほど申し上げたように、町の中でも一定検

討してまいりたいというふうに御答弁申し

上げたところでございますので、その辺も

外部のいわゆる専門家の視点も取り入れな

がら、最終的に答申を取りまとめてまいり

たいと考えておりますので、けして先送り

するものではないというふうに認識してお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ３人のほうからですけれども、今までや

っている中で、教育委員会の生涯教育施設

そういうところも個別計画というものも、

公共施設管理の中から個別の計画をシミュ

レーションをしてもらってます。今後かか

る経費も含めた状態で出していると、それ

らをベースにして今回の公共施設再編計画

の中では、今後のかかる経費も含めて、そ

して住民の方々のニーズも含めた状態で、

それを検討しているというところですので、

今まで進められなかったというところは反

省をしておりますけれども、今その段階で

しっかりとやらせていただくというところ

になりますので、今現在進めている内容の

とおりで進めさせていただきたいというよ

うに思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私が先送りと言ったのは、やり方として

町としてしっかりとこういう方針はどうだ

ろうかと、その結果、専門家に見ていただ

いて、ここにはこういう問題がありますよ

というのが筋じゃないかなと、そういうこ

とを話してる。並行してこっちはこっちで

考えますと、後で調整しますと、これはや

っぱり無理があるし、いつまでたってもこ

こで質問しても答えは出てこないと思いま

す。 

  ですから、そこはよろしくお願いいたし

ますし、かつてこども園、旧双葉保育所と

向こうの幼稚園を一つにして、こども園を
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つくったときには、あれは３年かかってま

すね。それは法の条例の整備から先生たち

のそれから同じような場から、それから施

設をどうするかと。それでも３年かかって

るんですよ。はっきり見えていることでも。

これ何年先になりますか、今この話してて、

しかも老朽化してるんですよ中央公民館は。

そこで、東能勢小学校活用できませんかと

聞いても再編計画でと、これも一つの議題

として上げられているということで理解さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  今後検討委員会のほうでは、もちろん学

校の跡地の活用についても審議していく、

そのような内容は入ってくるものと考えて

おります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  確認します。跡地利用も入ってくるんで

すね、学校のこの検討委員会の中に。公共

施設再編計画の中に学校施設の跡地計画も

入るんですね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  学校の跡地利用につきましても、当然公

共施設の再編検討委員会の中でも議論の対

象となります。先ほどちょっと秋元議員の

ほうから、町組織の案と公共施設検討委員

会の案が両論というふうに御認識いただい

ているかと思うんですけれども、ですから

まず町のほうで持つ考え方を取りまとめた

上で、それを公共施設再編検討委員会のほ

うで御議論いただくということを考えてお

りますので、二つの案が生じるということ

ではないということだけ御理解いただけれ

ばと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私がお話したかったのは、町としてまと

めた上で検討委員会の方にいかがでしょう

かというのが、いいんじゃありませんかと

言ってるんです。そこを間違えないでくだ

さい。そういう案をいかがですかと言った

だけです。別に今やってる形がどうこうじ

ゃなくて、そういうことをお伝えしたまで

ですので、よろしくお願いします。 

  では、ここに時間取っても何ですので、

先にいきます。また、右近のところまでい

きそうにないんで申し訳ないんですけど、

パッカー車置場につきましてです。 

  ごみ収集に携わっている職員の方々は、

コロナ禍でさぞかし神経を使われていると

思います。またこの時期は熱中症の心配も

ございますので、住民のために働いてくだ

さっていること、非常に感謝申し上げます。 

  ところで、パッカー車置場なんですけど

も、以前から吉川地区の民有地を借りて置

いていたと思います。そこの吉川支所の前

に駐車場の整備もできてますし、今回新し

く消防署ができましたし、そういうことも

含めてパッカー車はあそこの駐車場、吉川

支所かそれとも消防署のところに置いたら

どうかなということで、今回この質問を出

させていただきました。 

  最近よく通ると置いてあるんですね、パ

ッカー車が既に。では向こうの民間のほう

を契約をやめたのかなと思ったら、向こう

は向こうでまた置いてるようなので、町と

して今後パッカー車の置場所についてどの

ような計画を持っているのか。私は早く職
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員の移動も大変ですし、含めて早く支所の

近くにできたら、支所の中と言ったほうが

いいかな、駐車場を設けていただきたいな

と思ってますので、今後の計画についてお

尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

（発言する者あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  静粛に願います。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  秋元議員の御質問にお答えします。 

  現在のパッカー車は駐車場につきまして

は、平成１４年度より当該地の吉川地区を

お借りしまして、パッカー車７台、バキュ

ームカー１台の駐車場と、それからごみス

テーションに設置するボックスの予備の保

管場所として使用しているところです。 

  こういうお借りした経緯につきましては、

豊能郡美化センターの廃止後、町内の公有

地の数か所で駐車、保管をしてきたところ

ですけれども、それぞれの場所で住民の方

から苦情等をいただきまして、やむなく移

転し現在に至っているというような状況で

す。 

  議員おっしゃるように、民有地を借り上

げてるということで、事務所からの距離が

あることや賃料の負担等が必要となってお

りまして、私どももどこかいい場所がない

ものかということは検討をさせていただい

たんですけれども、そういった過去の経過

等から考えますと、すぐに移転するのは今

すぐにというのは、ちょっと難しい問題で

はないかなというふうに思っております。 

  ただ、将来的には何とか町有地で管理が

できないかということは考えておりまして、

今後も適地の検討を進めていきたいと考え

ております。今すぐにここでというような

お答えがちょっとできない状況であること

を御理解いただけたらと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  吉川支所で置くのはやっぱり問題があり

ますか。住民の声が不安ですか。別にあそ

こに置いてあっても私自身はあまり気にな

らないんですね。しかもそこは一般住民じ

ゃ裏に回ってくださいという形になってま

すので、吉川支所はもう十分じゃないかと。

もし何だったら囲ってれば、住民の声によ

りますけどね。いけるんじゃないかなと思

うし、何しろ職員にとっては負担もあるこ

とでしょうし、それとパッカー車の管理上

の問題もありますし、それから年間数十万

円たしかかかっていたと思いますが、そこ

のことを合わせて、吉川支所で何が難しい

のか、ちょっと経費のことも合わせて。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  吉川支所ということなんですけれども、

ちょっと私の記憶が間違っているかも分か

らないんですが、以前には吉川支所でも一

部置いていたというような記憶がございま

す。やはりそこでも何でそこに置くんだと

いうような苦情があったというふうに記憶

をしているところです。ですので、やはり

その場所で今すぐというのは、ちょっと難

しい問題があるのかなと、そこに置くには

いろいろと調整をしなければならないとい

うふうに思っておるところです。 

  経費面ですけれども、大体年間６０万円

弱の賃料をお支払いさせていただいておる

というところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 
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○９番（秋元美智子君） 

  じゃあ、これは公共施設再編の方にお願

いするしかないかな。吉川小学校とかある

いは光風台小学校とか、そういったところ

でパッカー車が置けるかどうかも検討の一

つとして入れていただきたい。やはり非常

に大変なことだと思います。吉川まで行っ

たり来たりして、ですからその辺りのこと。

それからやっぱり経費も６０万円、僅かな

金額でも町長、どう削ろうかという大変な

時期ですので、ぜひお考えいただきたいと

思います。 

  残り２分ありますけども、ごめんなさい。

右近のことは直接担当者のほうへお尋ねに

まいりますので、質問を終わらせていただ

きます。 

  ありがとうございました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で秋元美智子議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は１０時３０分といたします。 

（午前１０時１９分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○副議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいま議長から指名をいただきました。

中川でございます。さて、この９月会議の

一般質問におきましては、行政のデジタル

化などについての質問を考えております。

どうかよろしくお願いいたします。 

  はじめに、くしくも本日９月１日デジタ

ル庁がスタートすることになっております。

そういった意味で初めに通告書ナンバー１

のデジタル化による業務改革についてに関

しての質問からスタートさせていただきま

す。 

  昨年に発生いたしました新型コロナウイ

ルスは、高齢者施設などいろいろな環境で

クラスターを発生させることになりました。

地方自治体も例外ではございませんでした。

昨年の４月に滋賀県の大津市役所でクラス

ターが発生、そして職員１１人の感染が確

認をされ、市役所の庁舎が１２日間にわた

り全面閉鎖となりました。大津市では平成

３１年からテレワークを試験的に導入して

おり、庁舎の全面閉鎖によりリモートアク

セス型のテレワークが大きく進展すること

になっております。テレワークも業務改革

の一つと考えられますが、豊能町でも検討

してはどうでしょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止策として、テレワークを導入することに

つきましては、特に通勤時の接触機会を低

減することができるため、非常に有効な手

段であると認識しています。しかし、本町

の場合、職員の大半が自家用車による通勤

であり、テレワークの効果が通勤時の接触

機会の低減であると考えた場合には、大阪

市内など公共交通機関による通勤がメイン

となる職場よりは感染の拡大は少ないと考

えております。 

  また、本町は地方公共団体であるという

業務の性質上、業務の大半が住民との対面

による業務が多いことであるとか、職員数

が全体に少ないこと、それと個人情報を扱

う機密性の高い業務につきましては、現在

のところテレワークを導入するのは非常に

難しいというところで課題はたくさんある

と考えております。 
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  今後、先ほど中川議員がおっしゃったよ

うに、デジタル化については各自治体にお

いても加速化していくかと考えております。

今後その加速することを踏まえて検討する

必要があるとは考えております。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  現状、このコロナ対策というふうな感染

というか、そういった部分だけで捉えてみ

ると、やはり通勤という公共交通をほとん

ど使うことがない職員さんがほとんどやと

いうようなことだったので、今のところは

要らないやろうというふうな御答弁でござ

いましたけれども、やはり仕事の働き方改

革というか、そういったものも今後考えて

いかなあかんだろうと思うので、そういっ

た意味でこれからしっかりと検討をしてい

く部分じゃないかなと思います。 

  確かにこの大津市のこの先ほどの事例で

ございますけども、研修に行かせていただ

いて、実際に大津市の総務関係の課長さん

だったと思いますが、お話をされてました。

やっぱりテレワークができる部門とできな

い部門というのははっきりありますと、や

っぱり個人情報を扱うような分野、部門、

ここについてはやっぱりテレワークはでき

ません。私質問したんですけどね、これで

きますかと言ったら、そういう部門はでき

ないんですと、それ以外の部門でないとち

ょっと難しいですねというふうなことはお

っしゃっておりましたので、もし豊能町も

このテレワークというものを導入するにし

ても、やはりできる部門とできない部門が

当然出てくるだろうなと思いますけども、

いずれにしましても、私ははじめに先ほど

も申し上げましたけども、働き方改革とい

う観点からもこれからはしっかりと考えて

いく必要があるんかなと思います。 

  ちなみに、この大津市さんの事例の話に

ありますけども、実は職員さんが約2,００

０人いらっしゃるそうで大津市ね。その約

半分の数の1,０００人分のライセンス、テ

レワークをするに際してのライセンスが必

要でありまして、その1,０００人分を登録

されておるそうでありました。 

  そのライセンスの値段は何ぼやというの

も、これも聞かせてもらいましたけども、

１ライセンス当たり１か月で８５０円とい

うふうにおっしゃってました。これが高い

か安いかは別にしまして、非常にその課長

さんは結構安くできますよみたいなことを

アピールされてたのをいまだに記憶してお

りますけども、そういった安くできるとい

うこともおっしゃってましたので、もしも

今後豊能町としても働き方改革みたいな観

点でテレワークをもしも進めていくならば、

このような金額でできるんだなみたいなこ

ともちょっと含んでおいて、検討いただけ

ればとこのように思っております。 

  また、次は別の観点の質問に移らせても

らいます。今御紹介したテレワーク、これ

もデジタル化における取組の一つといえる

と思いますが、このようにＩＣＴちゃんと

言えば、インフォメーションアンドコミュ

ニケーションテクノロジーですね。日本語

で言えば、情報通信技術これが人々の生活

をよりよい方向に変化させていくことをＤ

Ｘ、正式にいいますとデジタルトランスフ

ォーメーションと呼んでおります。３月の

豊能町の町政運営方針にも自治体ＤＸ推進

というふうに触れられております。 

  実は静岡県の湖西市、湖のある浜名湖か

な、あそこの周辺の町ですけども、この湖

西市ではこのデジタルトランスフォーメー

ション推進本部というものを創設して、デ

ジタル化の動きが始まってございます。豊

能町でも早くこのＤＸ、デジタルトランス
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フォーメーション推進すべきだとは思いま

すけども、どのようにお考えでしょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  先ほど議員のお言葉にもありましたよう

に、国におきましても本日からデジタル庁

が稼働してまいりまして、地方公共団体の

デジタル化は日々加速化が進んでおります。

本町におきましても本町は小規模な町村で

あり、職員数も限られておりますので、Ｄ

Ｘの本部という形で組織してというのは、

なかなか難しいかもしれません。しかし町

全体でＤＸを推進しなければいけないとい

う意識は、町長をはじめ職員のみんなも持

っておりまして、今後町全体で取り組んで

いく必要があると考えております。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  そうですね。このＤＸというのは規模の

大小関係なく、やはり国が旗降ってやって

いこうみたいなことでスタートしておるん

ですから、しっかりとやっぱり取り組んで

いってもらいたいなとこう思うんです。何

かＤＸという言葉だけを捉えると、非常に

何か難しそうやな、大変そうやなみたいな

感じに捉えられるんかなと思うんですけど

も、よくよく考えてみるとそうでもなさそ

うなんですね。 

  といいますのも、ＤＸといっても特別な

ことを実施するわけではないんです。６月

の一般質問で私３か月前の一般質問でも取

り上げさせていただいたと思いますけども、

スマホのアプリを使った活用や先ほどのテ

レワーク、これもある意味ＤＸの一部であ

るんですね。さらには窓口業務これのオン

ライン化、こういうのもＤＸの一部でも当

然ございます。さらにはＲＰＡこれも何年

か前の一般質問で私取り上げさせてもらい

ました。ＲＰＡ、ロボティックプロセスオ

ートメーションですね。こういうのもＤＸ

の一部でもございます。 

  ＤＸを進めることで、業務の効率が改善

されまして、その業務効率が改善されると、

例えば今まで８時間かかっていた業務が、

例えば５時間で完了するならば、残りの３

時間は別の業務を遂行することができるし、

さらに新たな何か施策の企画立案、そうい

ったことにもこの時間を有効活用していく

ことができるんです。そういった意味でし

っかりと、このＤＸによる業務改革の推進

をお願いしたいと思います。どうかよろし

くお願いいたします。 

  次に、デジタル化の具体的な業務の一例

というものを紹介させていただきたく思い

ます。 

  実は静岡県の藤枝市では、現場要は公務

員さんが庁舎内でされる仕事をされる方も

いますが、実際に表に出て業務をされるよ

うな、そういうふうな方も当然いらっしゃ

いまして、その中でその現場に出て表に出

て、仕事をされる中で現場で何か入力作業

をして、調書作成の点検業務のデジタル化

を進めておられますこの藤枝市。 

  要はどういうことかといいますと、何か

表に出て調査をすると、調査をしてその結

果を持って帰ってきて、実際にその庁舎の

中でパソコンに向かって、こう書類をつく

るとかそういうふうな業務をしてたんでし

ょうけども、それをどういう訳かタブレッ

ト等を使って表に行って、このタブレット

を持ったその状態で、ぱっとインプットし

て入力しいていくと。写真を撮ったらその

写真も入れるとか、そんな形でその場で調

書というか書類をつくり上げていくという

か、そういうふうなことで業務改善といい
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ますか、されているようでございまして、

実はこの豊能町でも地籍調査そういったも

のが今後本格化していくことになっており

ます。現場で調査した内容をタブレットを

使い、現場で必要な事項を入力することで

作業効率を上げることができるかと思いま

す。このような事例ですね、取組こういっ

たものも豊能町でも考えてみてはどうでし

ょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  それではお答えします。 

  中川議員御指摘の橋梁点検についてです

けども、平成２５年度の道路改正法に伴い

まして、５年に一度近接目視、近接目視と

いうのは手の届く範囲でその橋梁の構造物

を触れるというものですが、そういった近

接目視での橋梁点検をするということが、

平成２５年度に義務づけられております。

本町におきましても、その町道にかかる全

部で７１橋の橋がありまして、毎年５年に

一度ですので大体約毎年１５橋程度点検を

実施しております。 

  先ほどの議員御指摘の静岡県の藤枝市で

は、多分橋梁点検を市職員でやっている場

合と業務委託している場合とあると思うん

ですが、もしかしたら市職員独自で直営で

点検しているのかなと思うんですが、本町

のほうでは直営では点検しておらず、大阪

府の都市整備センターへ業務委託を行って

おります。 

  点検結果につきましては、大阪府のデー

タベースに保管されておりまして、今後そ

のタブレットの購入とか、実際にそのデー

タにアクセスできる権利を購入すれば、現

場確認での入力作業等々対応できる環境に

なるかと思っております。ただ、現在大阪

府の都市整備センターへ業務委託している

のが、大阪府下市町村で１６市町村ござい

まして、その中でタブレットを使用して運

用しているという自治体は、今年の８月現

在で調べますと３市とまだまだ少ない状況

ですので、今後の財政状況とか、今後の管

理手法等を踏まえながら、タブレットの購

入とか、データにアクセスできるそういう

権利の購入について、慎重にというか個人

的には前向きにちょっと検討していきたい

と考えております。 

  あと、地籍調査についても御質問があり

ましたが、こちらにつきましては今年度か

ら事業を開始しておるというところで、地

籍調査については橋梁点検と同様これにつ

いても業務委託をしていく予定です。どう

いった形でタブレットを使用して業務の効

率化を図れるのかというのはこれからにな

りますけども、これについても検討してい

きたいと考えております。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  橋梁点検にしましても、地籍調査こうい

ったものに関しましても、直接業務ではな

くて、委託業務というふうな位置づけのお

話がございましたので、直接この庁舎の職

員さんの業務改善が図れるというものでは

ないかもしれませんけれども、その委託業

者がそういったことを使うことによって、

業務が早く終わるというか、そういうふう

な効果も見込めると思いますので、しっか

りとこういうこともこれから取り組んでい

ただきたいなと、このように思います。 

  では、次の項目に移らせていただきます。

次に通告書ナンバー６の新しい時代の学び

の環境整備についてに関する質問に移らせ

ていただきます。 

  昨年３月の定例会議の一般質問で、ＧＩ
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ＧＡスクール構想の導入をと提案をさせて

いただき、各教室での高速大容量通信シス

テムの設置と全ての児童生徒へのタブレッ

ト端末の配備が本年の３月までに整いまし

たけども、この後タブレットの活用状況と

いうのはいかがなものでしょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  活用状況をお答えさせていただきます。 

  端末の整備とＷｉ－Ｆｉの整備は終わっ

ております。５月１９日から学校では実際

に使用を始めております。５月２７日には

光風台小学校の１年生のタブレット端末を

活用した授業を教育長と私が見学に行って

おります。 

  授業の様子なんですけども、教室のモニ

ターで教育長からの利用に関するメッセー

ジ、事前に録画したものですけれども、を

流し子どもが聞き、保管庫から一人一人が

端末を持ち出して電源を入れて画面が現れ

たときなどには、大きな歓声が上がってお

るということでした。また、シャットダウ

ンの操作のときには、タブレットの取扱い

を少し知っている児童がほかの子どもの端

末の操作を手伝うと、自ら手伝うというふ

うな光景もございました。 

  ６月以降は、週１回町内のどこかの学校

にＩＣＴ支援指導員を派遣して、端末を活

用した授業計画のお手伝いや実際の授業で

活用する際の指導補助などとして教室の入

り込みを行っております。また、教員用端

末と子どもたちの端末との連携が可能とな

る教育支援ソフトの導入を行い、教職員向

けの使用方法等の研修も行っているところ

でございます。 

  そして、文部科学省のデジタル教科書の

実証実験を行う学校があり、その準備も並

行して行っているところでございます。そ

の実証実験は、全国の小中学校、高校で一

斉に行うことからデジタル教科書が一斉に

配信でき、授業で活用できるというもので

ございます。本町の実証実験校としまして

は、光風台小学校が対象小学校１年生から

６年生の算数、東能勢小学校が小５、小６

の国語、東能勢中学校が中１から中３の英

語となっております。 

  また、タブレット端末に入っている機能

を活用して授業を行っています。例えばど

の学年でも、調べ学習でインターネット検

索をしたり、校内の動植物の観察や町探検

等で写真を撮ったり、体育の授業でマット

運動の動作確認を動画撮影したり、中学校

ではユーチューブを活用し、ダンスの練習

をしたりしております。各学校の校長及び

情報化担当教員がおりますけども、子ども

たちの学びに必要なソフトが無料提供され

ている場合には、教育委員会と相談の上ダ

ウンロードして活用していくよう指示をし

ておるところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  何か先ほど見学というか、視察に行かれ

たときに、児童の方がシャットダウンのや

り方を知ってる方が、ほかの方に教えてあ

げるというか、ほほ笑ましい光景やなと思

いましてね。すばらしいなと思いました。

それで、今るるいろいろと御紹介を、こん

なんですあんなんですという紹介をいただ

いて、ざっくりとですけれども状況は見え

てきたような感じがするんです。 

  今から私が申し上げることは、実はオン

ラインの授業というか、こういったことに

ついて、次にお話をさせてもらおうと思っ

てます。実は大阪市では学校のクラスで２
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名以上が感染をされた場合、学級閉鎖みた

いなことをして、さらに複数の学年が閉鎖

の場合学校閉鎖をするみたいな、そのよう

なニュースを最近ちょっと見させてもらい

ました。 

  幸い豊能町ではこの新型コロナによって

今現在学級閉鎖が出てるとか、そんなこと

は聞いてはおりませんけども、今後この新

型コロナウイルスの感染の拡大、そういっ

たことによって場合によっては、このオン

ライン授業というか、こういったものの必

要性も出てくるんやないかなと思っており

ます。全ての児童生徒に配備されたこのタ

ブレット端末、こういったものを使って家

庭と学校との間でのオンライン授業、こう

いったものはできるような状況なのでしょ

うか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  オンライン授業ということですけども、

まだ本町ではタブレットの持ち帰りはして

おりません。近隣市ではされておりますけ

ども、豊能町はしておらなくて、府内の町

村を調べたところ、半分の町村が持ち帰り

をされておるんですが、まだオンラインと

いうところまではいっておらなくて、その

タブレットに入った課題とかで学習してお

るというところでございます。 

  それで、豊能町のオンライン授業の実施

につきましては、まず今後やる場合タブレ

ット端末の持ち帰りの決まりの周知をまず

しまして、再度各家庭の通信環境の確認、

必要な場合はＷｉ－Ｆｉルーターの貸出し

も行っていかなければならないと思ってい

ます。タブレット端末のオンライン授業時

の操作の確認、練習、持ち帰り時のタブレ

ット端末の通信設定の確認、オンライン授

業の実施に当たりましては、オンライン授

業の時間、実施可能な科目等の調整、授業

内容、映像の撮影方法なども決めていかな

ければならないと思います。 

  また、ほかに使えるのが安否確認、タブ

レット端末での通信による朝礼等も考えら

れると思います。課題、タブレットに入っ

ておりますドリル等による勉強とかもでき

ると思っています。また、遠隔通信機能と

併用してオンライン授業を行う際には併用

して行いたいというふうにも考えておりま

す。 

  まだ、持ち帰りはできておりませんけど

も、このような内容で粛々と進めていきた

いと考えておるところでございます。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  生徒さんが何らかの事情で学校に出てく

ることができない場合とか、また学級閉鎖、

先ほど言いました学校閉鎖ですかね、そう

いったときになった場合に、やっぱり学校

と各家庭との間でのオンライン授業で学習

の遅れを回避していくことができようかと

思いますので、コロナに限らず毎年インフ

ルエンザとかで学級閉鎖というのも発生し

てるのも事実でございますので、このよう

な場合にも対処できるように今後しっかり

と準備は必要かと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  さて、今までは学校と各家庭という、そ

の間でのオンライン授業のことを今取り上

げておりましたけども、今度は学校の先生

の自宅と学校の間でのオンライン授業、こ

れ逆オンラインと私は呼びますけどね。そ

れについて取り上げてみたいと思います。 

  福井県の私立の高校でありますけども、

福井南高校というのがございまして、この

先生がもしもコロナで感染したりとか、自
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宅待機とか、そういうふうになった場合の

ことを想定してというようなことやったと

思いますけども、先生が要は家から出られ

ないと、だから先生は自宅におって、生徒

たちは学校に来てるという、そういう状況

の中で、先生の自宅とそして学校にいてる

生徒たちとの間で逆オンライン授業、こう

いったものを実施できるようにも、この学

校されております。まだ豊能町としてはオ

ンライン授業というのはまだまだ進んでま

せんけども、こういったことも場合によっ

ては考えないかんのちゃうかなと思います

けども、豊能町も今後検討してみてはどう

でしょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  先生が罹患した場合ということですけど

も、教員が発病した場合この場合は授業を

先生は行わず、ほかの先生・教員が代理で

行うことになります。このコロナ禍の中、

家族の感染などにより教員本人が陰性であ

るということで自宅待機となった場合は、

子どもたちの様子や学校の状況が気になる

と思いますので、自宅からのオンライン授

業も考えられるというふうには思っており

ます。 

  しかし、教員の自宅が映し出されたり、

授業を行うような場所を確保できなかった

りと個人的な問題も生じる恐れがあるかと

は思います。あまり望ましい状況ではない

と考えられますが、授業時数が確保できな

いなどやむを得ない理由が発生した場合に

は、検討したいなと思っております。また、

御紹介いただいた学校ですけども、高校生

ですので自発的に活動できることから、オ

ンライン授業も可能と考えますが、なかな

か小学生では難しいかもしれないと考えて

おります。 

  他市町での状況をお聞きしたところ、学

校が臨時休業となりオンライン授業を実施

したところ、端末操作ができない子どもが

学校へ来て、教員の指導を受けながらオン

ライン授業を受けていたというところもご

ざいます。その教員はオンライン授業をし

ながら登校した子どもの指導をしていたの

で、大変苦労したということも聞いており

ます。オンライン授業を受けていた子ども

の家族の手助けが必要だったそうでござい

ます。 

  学校において授業での端末の活用が円滑

に進むようになり、子どもたちも端末の扱

いになれた状況になると、オンライン授業

も今後成立していくのかなというふうに考

えております。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ありがとうございます。 

  オンライン授業をやるとしても、やはり

初めのほうにもちょっとおっしゃっておら

れます。こんなことができる、あんなこと

ができるみたいなことをおっしゃってまし

たけども、オンラインの授業に向く教科、

また不向きな教科、こういったものもしっ

かりとまた考えないといかんのかなと思い

ますけども、あらかじめ確認することも必

要なのかなと思います。その辺りはどうで

しょうか。 

  例えば座学的なものやったら、オンライ

ンでもやりやすいけども、例えば体育なん

かにしても、何か先生の動きに合わせて何

か体を揺するとか、そんなんやったらでき

るけども、器械運動とかそんなんは多分で

きにくいかなと思うので、そういった意味

で今後オンライン授業をするとしても、こ

ういう授業はできるけど、これはできない
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なみたいな、そういったこともあらかじめ

しっかりと抑えておく必要はあろうかと思

いますけど、その辺りはどうでしょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  どのような授業がオンラインに向いてい

るかということだと思うんですけども、オ

ンライン授業につきましては、児童生徒の

顔が映る場合の配慮や録画されて配信され

ることも考慮しておかないといけないと考

えております。教室において先ほど議員が

座学とおっしゃいましたけども、通常の授

業については、子どもの後ろからの固定カ

メラや教員が操作するパソコンのカメラで

教員のみを映したり、課題を画面共有して

解いていくことが可能だと考えております。

インターネットを活用した調べ学習なども

可能かというふうに思ってます。 

  体育の話もありましたけども、音楽でも

例えばリコーダーの演奏も先生が聞くとい

うことも可能と考えますが、ただ、なかな

かそれで学ぶという意味では難しいことか

なというふうにも考えております。また、

オンラインでの会議、学級会などはできる

と考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  これからしっかりと整理をいただいて、

万が一のことを考えてのオンライン授業を

考えていただきたいなと、このように思い

ます。 

  そうしましたら、次に通告書ナンバー２

の認知症関連についての項目に移らせてい

ただきます。 

  ３年前ですかね、６月の定例会議の一般

質問で、私高齢者のマンパワーを活用をす

るために、豊能町独自で人材バンク制度、

こういったものを設置してはどうかみたい

な提案をさせていただいたことがございま

した。現状人材バンク制度は構築されては

おりません。実は福岡市におきましては、

高齢者の認知症の方に自分らしく暮らすオ

レンジパートナーズという制度が設置され

ておりました。すなわち認知症の方をただ

単に支援をするという、それだけではなく

て認知症の方に活躍をしていただくという、

そういう取組であります。この福岡市の話

ですね。 

  このオレンジパートナーズとは、どんな

んかといいますと、認知症の方とその御家

族そしてさらには企業、団体、医療、介護

それから福祉、こういった事業者及び行政

で構成されておりまして、認知症の方が自

分らしく生きるために何ができるのかを考

えて実際の取組につなげていく、そういう

ことを目標にしておられます。 

  この制度におきましては、オレンジ人材

バンクという、そういったものを設立して、

認知症の方とそして企業とが双方向で関わ

りを持ち、商品開発などを行うことで共に

暮らせる共生社会を構築し、認知症ととも

に長らく自分らしく活躍することにつなげ

ていく取組のようでございます。豊能町で

も、これは非常に高齢化が進みつつありま

すけども、こういう取組をしてみてはどう

でしょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  おはようございます。 

  認知症の方への支援としまして、本町に

おきましては平成２５年９月より、高齢者

見守りネットワーク事業を実施しておりま
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す。この事業は認知症の方に特化している

わけではございませんけれども、町と民間

事業者や民間団体が連携して、独り暮らし

の高齢者等の見守りネットワークを広げて

いきまして、高齢者の方の異変を早期に発

見し、高齢者が住み慣れた地域で安心して

自立した生活を営めるよう支援することを

目的に実施しておるものでございます。 

  これは、現在町内の小売店や金融機関、

郵便局、新聞販売店など３４の事業所から

登録をいただいております。それで通常業

務の中で気づいた高齢者の行動の異変や、

高齢者宅で例えば洗濯物が干しっ放しであ

るとか、そういったことについて発見をし

た場合に連絡をいただいて健康増進課を中

心に、包括支援センター、社協、民児協な

どの関連団体と連携して問題の解決をし、

高齢者のセーフティーネットの網の目がよ

り細かくなるよう実施しておるというもの

でございます。 

  御提案のありました福岡市におけるオレ

ンジパートナーズ、これにつきましては見

守りとしてだけではなく、認知症の人と企

業、団体とが連携し双方向で関わりを持っ

て商品開発などを行うことで、共に暮らせ

る共生社会を構築し、認知症とともに長く

自分らしく活躍することにつなげることを

目的にすると存じます。 

  オレンジパートナーズの事業につきまし

ては調べましたところ、その内容について

多少の違いはありますけれども、ほかにも

大阪市や神奈川県などでも行っておるとこ

ろでございます。オレンジといいますのは、

このオレンジリングこれとの関係もしてお

ります。認知症サポーター養成講座を受講

しますと、このオレンジリングが渡されま

す。テーマカラーと申しますか、このオレ

ンジ色につきましては、手助けしますとい

う意味を持つものとされております。 

  その認知症サポーターを養成するサポー

ターキャラバンの活動の一つに認知症の人

もメンバーとして参加する、チームオレン

ジという取組がございます。令和元年度の

国の認知症施策推進大綱におきまして、令

和７年度までに全市町村でのチームオレン

ジ等の整備が掲げられておりまして、この

立ち上げや運営についてコーディネーター

による支援がなされるということとされて

おります。 

  御提案のオレンジパートナーズについて

も、同様の取組であると考えられ、本町の

規模では同じようなことをするのはなかな

か難しいとは考えますが、本町の先ほど申

しました高齢者見守りネットワーク、これ

を発展させ認知症の方にも参加していただ

いて、本人、家族を含む地域のサポーター

と職域サポーターとをチームとした取組に

ついて、検討していきたいというふうに考

えておるところでございます。 

  以上です。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  福岡のようなこんな大きな規模の町とは

違うので、ちょっとできないけども今ある

状態の中で、これに近づけるようなことを

今後検討していきたいみたいなことでござ

いましたので、しっかりとこの認知症の方

にも、しっかりと活躍してもらえるような、

そういうふうな場を設けていただければと、

このように思っております。 

  では続きまして、この認知症の方の損害

賠償保険事業、こういった内容についてち

ょっとまた取り上げてみたいと思います。 

  認知症の方が外出時、家の表に出たとき

に、物を破損したり、または事故を起こし

て賠償をしなければならなくなるようなケ

ースが実際ございます。認知症の方への責
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任能力こういったものは問われないような

ことではございますが、その代わりに御家

族に賠償責任が及ぶようなことにもなり得

ます。その賠償金額が小さければ支障はな

いでしょうけれども、例えば公共交通機関

の電車などを止めるなどの事例の場合、か

なりの損害賠償額に発展することも当然考

えられます。 

  このようなことから、認知症の方の引き

起こされた事故などの賠償のために、この

滋賀県大津市では、認知症の方の家族を守

るために損害保険事業を実施しておられま

す。豊能町でも取り組んでみてはどうでし

ょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  損害賠償保険の制度のことです。民法に

よりますと、認知症により責任能力がない

とされる方が事故を起こしても、その賠償

責任を負うことがなく、代わりに監督義務

者がその監督義務を怠った場合に賠償責任

を負う可能性があるとされております。ま

た、介護を担う人などが事故を予見できた

のに回避しなかった場合、介護者が賠償責

任を負うこともあり、家族が背負う責任は

かなり重いものがあると言われます。そう

いった不安や経済的負担を軽減するため、

損害賠償保険の加入について有効な手段と

考えられます。既に個人で入ることのでき

る損害保険でもこのような事故をカバーす

るような商品も出てきておるところでござ

います。 

  町で保険料を負担するとしますと、そう

いった個人で入る保険等の補償が重複する

場合もありますし、既に御自身で入られて

いる方との公平性についても考慮をしなけ

ればなりません。また、神戸市では条例を

制定して認知症診断への助成と事故救済の

制度を組み合わせて実施していますけれど

も、その財源は市民税の均等割に上乗せし

て賄うこととされております。 

  介護を担う家族の負担の軽減や損害を受

けた方への補償のために、保険をかけてお

くことは大変有効ではございますが、町に

おいて実施することにつきましては、この

ように様々な問題等が予想されますので、

慎重に検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今後２０２５年には認知症の高齢者が全

国で７００万人にも達するであろうという

ふうに推測をされているようでございます。

しっかりと今御答弁ありましたけども、引

き続き、他の市町村の動向も注視もしてい

きながら、引き続きこの損害保険事業の検

討をお願いしたいものやと思います。 

  次に、ちょっと時間の関係上、通告書の

４番にいかせていただきます。自治会の法

人化についてに関する質問に移らせていた

だきます。 

  地域住民が自主的に集って活動する地縁

による団体として、自治会や町内会は会員

の親睦と助け合いの場となってございます。

この自治会や町内会が不動産を所有してい

る場合、この平成３年までは個人名でしか

不動産を登記できませんでした。しかし平

成３年の地方自治法の改正によりまして、

不動産を法人名義で登記できるように既に

なってございます。言い換えると不動産の

保有を条件に、自治会を法人化することが

できたということでございます。 

  さらに、このたび本年５月に成立をいた

しました第１１次地方分権一括法におきま
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しては、不動産の保有予定の有無にかかわ

らず、自治会が法人となることができるよ

うに改正されたということでございます。 

  すなわち、自治会を法人化しやすくなっ

たということでございますね。このことを

この豊能町内の各自治会の方は知っておら

れるのでしょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  第１１次地方分権一括法によりまして、

地縁による団体については不動産などを保

有する予定の有無にかかわらず、地縁団体

としての認可が可能となっております。本

町からは現在各自治会にこの周知はしてお

りませんで、既に地縁団体の申請を検討し

ておられる自治会については、これを御存

じかもしれませんが、そうでなければ知ら

ない可能性もございます。本町として今後

また機会を見つけて、自治会にこの旨を周

知してまいりたいと考えております。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  そういったような、これから各自治会に

知ってもらうということになるのかと思い

ますけども、この自治会が法人化をした場

合、どのようなメリットがあるのか、さら

にはその逆にデメリットがあるのか、その

辺りはどのようにお考えですか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  このまずメリットのほうでございますけ

れども、不動産などを保有しなくても幅広

い地域活動を行う自治会などが法人格を持

つことになります。そうなると、設立目的

の範囲内でありましたら、その自治会とし

て独立して取引の主体となることができま

す。また、財産の保有主体となることもで

きるため、自治会などが地域で求められる

役割を安定的、継続的に果たすことが可能

となります。また、これはもう一つは今回

の改正以前からなんですけれども、自治会

などが所有する不動産の資産につきまして

は、法人化していない場合には、個人名で

しか登記することができませんでしたが、

法人化すれば自治会名義で資産を管理でき

るようになります。 

  一方、デメリットでございますが、法人

認可を受けた自治会は、法人町民税の課税

対象となってしまいます。そのため、毎年

事業年度の終了後、一定期間内に法人町民

税の申告を行う必要があります。また、法

人化に際しましては、法人設立届を行うな

ど別途手続が必要になるほか、事務所の所

在地であるとか、代表者名なんかが変更に

なった場合、これを町が告示する必要があ

るため、告示した事項に変更が生じた場合

には、その代表者がまた届け出る必要があ

るということになります。 

○副議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今の御答弁にもあったような部分ですけ

ども、やはり自治会が法人格というふうな

資格を持つならば、社会的な信頼が高まる

というふうにも言われておりまして、そう

いうふうになると、行政からの補助金を獲

得しやすくなったり、委託事業こういった

ものを受託できる可能性も高まるという。

そして外部からの寄附も自治会として受け

やすくなる。そのようなことが言えようか

と思います。 

  そのために、自治会としましての日常の

声かけや見守り、さらには高齢者や障害者
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の外出支援、さらには災害時の安否確認な

ど、地域の本当にこの自治会というのは、

共助の柱としてこの役割を発揮しやすくな

る。そういったことも当然考えられますの

で、今後各自治会に対しましては、この法

人化のことを、よくメリットもデメリット

も確かにありましたけども、毎年のように

申告作業をしないといけないとか、手続が

いろいろあるのかもしれないけども、しっ

かり地域のやはり共助の柱となっていただ

くためにも、こういうこともよく考えてい

ただけるように、またお伝えをいただけれ

ばとこのように思っております。 

  そうしましたら、次に、別の通告書ナン

バー５の高齢者の見守りについてに関する

項目に移らせていただきます。 

  令和元年の９月の一般質問で、独り暮ら

しの高齢者の緊急通報システムについて取

り上げたことがございました。豊能町とい

たしましては、緊急通報システムは導入し

ているというふうな当時回答でございまし

たけども、実は奈良県の高取町では、新た

な見守りシステムを導入されております。 

  この高取町も当然この緊急通報システム、

豊能町と同じく緊急通報システムというも

のが導入されてございますが、この機能に

さらに機能追加をしまして、どんなんやと

いいましたら、トイレの扉にセンサーを設

置しておりまして、２４時間扉の開け閉め

が行わなければ、この受信センターという

ところに扉が１回も開きませんでしたよと

いう情報が通報されて、そしてガードマン

が自宅に飛んでくるという、そのような仕

組みなんだそうです。 

  豊能町でもこの緊急通報システムプラス

アルファのこういうトイレの扉の開け閉め

で行う見守りシステム、こういったものを

豊能町でも導入というか、考えてみてはど

うでしょうか。 

○副議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  本町におけます類似の事業といたしまし

ては、在宅高齢者緊急通報装置貸与事業を

実施しております。緊急ボタンを押しても

らうことで介護支援センターまたは、非常

の場合は消防本部のほうに通報されるとい

うことができることとなっており、現在約

４０名の方に利用していただいております。

個人負担はしていただくということでござ

います。 

  高取町の事業につきましては、町からお

一人当たり年間２万4,０００円程度の経費

が必要とお聞きしております。本町で実施

いたしますと、今後の高齢者の増加を鑑み

たときに、その必要性はあると考えますけ

れども、財政的な負担を考えますと、すぐ

に実施することは困難かと存じます。 

  なお、スマートシティや先ほど議員の御

質問にありましたＤＸやオレンジパートナ

ーズの取組から、今後の技術の進展によっ

てロボットなどを用いての２４時間の見守

りができるなど、さらに便利で安価な仕組

みが開発されるかもしれません。近い将来

には、このような事業が普及していくので

はないかと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（管野英美子君） 

  以上で中川敦司議員の一般質問を終わり

ます。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は１１時３０分といたします。 

（午前１１時２０分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に小寺正人議員を指名いたします。 
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  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ８番、小寺正人でございます。 

  前回はコミュニティスクールに入るとこ

ろで終わってしまったということです。そ

の後、たくさん残っていたので、ちょっと

やり残した質問をやってみたいと考えてい

ます。喫緊の課題になっている町財政問題

を最後にちょっと論じてみたいと考えてい

ます。順番が前後しますが、よろしくお願

いいたします。 

  まず、町政一般６番ですね、今年から本

町では国、大阪府、豊能町、これが実施す

る３種類の学力テストが導入されたと聞い

ております。それぞれのテストについてテ

ストの名称、実施月、対象者、誰を対象に

してるのか、それから目的ですね、そのテ

ストの目的とそれから費用、豊能町が負っ

ている費用、これを説明してください。ま

ず、国が実施している学力テストについて

説明をお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  まず国ですが、全国学力学習状況調査、

目的は一つ目に、義務教育の機会均等とそ

の水準の維持向上の観点から、全国的な児

童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、

教育施策の成果と課題を検証し、その改善

を図る。二つ目に、学校における児童生徒

への教育指導の充実や学習状況の改善等に

役立てる。三つ目に、以上の取組を通じて

教育に関する継続的な検証改善サイクルを

確立する。調査対象は小学校６年生、中学

３年生です。費用負担の町はございません。

実施日は令和３年の５月２７日に実施して

おります。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今年は５月でしたけど、普通は４月です

よね、４月２０日ぐらいですよね、確かね。

それでは、その次の大阪府が実施している

という学力テストについて、同じくテスト

名称、実施月、対象者、目的、豊能町が負

担する費用をお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  次に大阪府ですが、大阪府は二つテスト

がございます。 

  一つが小学生すくすくウォッチ、実施日

は先ほどと同じ令和３年５月２７日、目的

につきましては、一つ目が子どもたち一人

一人が当該学年までに理解すべき学習内容

や自分の学校や家庭での様子を振り返り、

自らの強みや弱みを知った上で、今後の目

標を持つことができること。二つ目に、学

びの基盤となる言語能力や読解力、情報活

用能力等を向上させ、これからの予測困難

な社会を生き抜く力を着実につけること。

調査対象は、小学校５年生から６年生でご

ざいます。費用の町負担はございません。 

  もう一つの大阪府ですが、中学生チャレ

ンジテスト、実施日なんですが、中学校３

年につきましては、明日令和３年９月２日、

中２・中１につきましては、令和４年１月

１３日でございます。目的は一つ目に、府

内における生徒の学力を把握、分析するこ

とにより、大阪の生徒の課題の改善に向け

た教育施策及び教育の成果と課題を検証し、

その改善を図る。加えて調査結果を活用し、

大阪府公立高等学校入学者選抜における評

定の公平性の担保に資する資料を作成し、

市町村教育委員会及び学校に提供する。二
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つ目に、市町村教育委員会や学校が府内全

体の状況との関係において、生徒の課題改

善に向けた教育施策及び教育の成果と課題

を検証し、その改善を図るとともに、その

ような取組を通じて学力向上のためのＰＤ

ＣＡサイクルを確立する。３、学校が生徒

の学力を把握し生徒への教育指導の改善を

図る。４、生徒一人一人が自らの学習到達

状況を正しく理解することにより、自らの

学力に目標を持ち、またその向上への意慾

を高める。町負担はございません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  次に、豊能町が実施しているというテス

ト名、実施月、対象者、目的、費用をお願

いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  町の分ですが、名称はとよのチャレンジ、

実施日が令和３年５月２７日、これも一緒

でございます。目的が１、子どもたち一人

一人が自分の学習状況を正しく知ることに

より、自分の学力に目標を持ちその向上へ

の意慾を高める。二つ目に、子どもたちの

学力、体力、生活状況等を把握・分析し、

教育施策の成果と課題を検証し、今後の教

育に役立てる。調査対象は小学校２年生か

ら６年生、中学１年生から３年生でござい

ます。費用の町負担ですけども約１３５万

円でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  この前からちょっとお話していました箕

面市が実施していると言われているステッ

プアップ調査が、このとよのチャレンジと

いうことになりますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  箕面市が実施しておりますステップアッ

プ調査、これは前に御答弁させていただき

ましたように、箕面市とそしてこれは業者

のほう、教育関連業者が共同で作成したも

のでございます。それで一般化され、どこ

の市町村でも使えるようになったところで

ございます。いろんな町でこの調査を活用

されてるということで、豊能町におきまし

ても、豊能町のやはり実態が子どもたちに

合った調査になるようにということで、こ

の調査を業者の調査を活用して、とよのチ

ャレンジとして実施したというものでござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  教育力日本一、これをうたって豊能町が

邁進しているはずです。これはこの三つの

中でいうと、やっぱり最後の町が実施して

いるとよのチャレンジをもって、日本一に

なろうという、そういう決意ですかね。お

金を出してますので。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今、小寺議員さんの御質問でございます

が、教育力日本一というのは、いろんな指

標をもってやはり図っていくべきものだと

いうように思っております。その一つとい

たしまして、これは学力と体力とそして生

活状況、心の問題、それらを小学校１年生

から中学校３年生まで全ての子どもたちに

毎年これを実施して、それでやはり課題と
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なっているところ、あるいは大変よくでき

たところ、それを子どもたち自身も分かる、

そして保護者の方にも説明をする、担任の

先生も１年間を振り返って自分の指導がど

うだったかというような、振り返る目安に

していただく、そういうようなテストでご

ざいます。 

  学力といいますのは、ただ見える部分と

見えない部分があります。国がやっていま

す全国学力学習状況調査は、小学校６年と

中学校３年に限られていると、後の活用も

なかなか難しいところがありますので、現

在府内の市町村を見ましても、それぞれの

町でこのような調査をしているところが増

えてきたところでございます。この分析に

つきましてはきちんとやりまして、今国の

ほう、あるいはとよのチャレンジが戻って

きております。それを学校事務局でちゃん

と分析をして、議会の皆様方にも、あるい

はホームページ等を通じまして、保護者の

皆さん、地域の皆様にもお伝えをしてまい

りたいと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  経年の変化を見れるのはとよのチャレン

ジだけですよね。これを見る限り。その生

徒を９年間追いかけられると、いろんな角

度からこれを見ることができるものですよ

ね。たしか東京書籍でいいんですよね。な

かなか優れものと聞いてるんですけど、こ

れで指導力を磨いていただくというのが、

教育力日本一ということやから。もうこれ

一応理解いたしました。 

  それで、次にいきます。 

（発言する者あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  どうぞ質問を続けてください。 

○８番（小寺正人君） 

  コミュニティスクールこれについて、前

回ここでぷつんと切れたんですよね。学校

運営協議会、つまり地域が運営するコミュ

ニティスクール、一般にＣＳとか呼ばれて

る学校でありますが、安倍内閣のときにコ

ミュニティスクール推進努力義務とされて、

ゆっくりと広がってきたと。４年前に私も

北海道に視察に行ったときに二つ見させて

もらったんですけど、何をしてるのかちょ

っとよく分からんなという感じを受けまし

た。そのときに。これを豊能町にも広げる

わけですから、どのような感じになってい

るのかなと、要するに進捗状況はどうなっ

ているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  コミュニティスクール、学校運営協議会

ですけども、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律に基づきまして、令和３年度

末が設置の努力義務の期間となっておりま

す。現在町のほうですけども、その令和８

年の義務教育学校設立に向けて、中学校区

内に学校運営協議会設立準備委員会を立ち

上げております。義務教育学校の学校設立

の必要性や設立の際には、学校、家庭、地

域が連携して学校運営を支援していく学校

運営協議会の設置が必要なこと、開校に向

けてどのような準備が必要かなどを、学識

経験者を顧問として招聘し、学習会や熟議

意見交換や情報共有を行っております。 

  特に東能勢中学校におきましては、令和

４年に小中一貫校を設置することから、学

校運営協議会準備委員会の委員や地域の

方々とで、ＰＴＡ組織や運営方法等を検討

するＰＴＡ部会、通学路の選定や安全確保、

通学方法などを検討する通学路等安全対策

部会、学校園所の管理職と教育委員会事務
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局の担当で今後の学校運営について協議す

る学校運営部会を立ち上げ協議を進めてお

ります。 

  また、学校の先生方にもとよの未来科の

カリキュラムづくりや学校の決まりなどを

協議していただいております。各部会での

協議内容については、学校運営協議会準備

委員会で報告し、さらに協議を重ねている

ところでございます。 

  今後ですけども、子どもたちの制服の必

要性を含めて、標準服検討部会や義務教育

学校の校名や校歌などを検討する総務部会

を立ち上げ、開校に向けた準備を進めてい

きたいというふうに考えておりまして、現

在の学校運営協議会設立準備会から来年度

は学校運営協議会に変わるということでご

ざいます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  これは私の経験からも、今画一的に国、

文科省がもう指導する指導要領、これにの

っとって全国画一の教育が行われていると。

ここに初めてアカデミックな教育とは一味

違った地域、それから学校、これが独自色

を出せる時代がやってきたのでないかと考

えているわけです。だから、豊能町だった

らＡという学校とＢという学校が二つある

わけ。そのＡという学校がやってるのと違

うことをＢはやってもいいわけですよね。

そうですよね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今の御質問ですが、豊能町の教育をどう

進めるかということにつきましては、教育

委員会でも教育委員さん方とも論議をし、

グランドデザインというような形でお示し

をしたところでございます。豊能町に誇り

を持ち自信を持って社会を生き抜く子、こ

れを共通のみんなが目指す子ども像として、

取組を進めていこうということでございま

す。 

  そして、今議員御指摘の例えば吉川中学

校区、東能勢中学校区、このことはもちろ

ん大きなみんなの共通の目標でございます

が、それぞれの中学校区で特色ある教育、

学校そして家庭、地域これが共同でみんな

で一緒になって、そしてつくり上げていこ

うと、子どもたちのことをいろんな形で応

援・支援していこうという形で、今取組が

準備会が始まったところでございます。 

  ただ、コロナ禍のために一堂に会するこ

とがなかなか難しいというようなこともご

ざいまして、テレワーク、ズーム等を使っ

て研修会等も今行っておる、できるだけそ

ういうような考え方をみんなで共通理解し

ようという段階でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  私が考えるに、今団塊の世代に入ってか

ら二世代ですよね。その前はまだ農業を中

心に日本がやってきた３０年代までは、大

体３世代住んでる人が多かったんですよね。

お父さん、お母さんは家督を持って働きに

出てたと、引退されたおじいさんやおばあ

さんが孫の面倒を見てたと。そのときにし

つけをしたり、それから世の中の仕組みは

こうなっていると、貯金をせなあかんとか、

物を取ったらあかんとかいうことをおじい

さん、おばあさんが多分孫をしつけてた。

僕はそういう感じでした。物すごい厳しい

おばあさんでしたけどね。 

  それを教える人が、もう一つ考えるのは、

僕学習塾もやっていたから分かる。教える

人が親だったら子どもは聞かないんです。
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これが他人だったら聞くんですよ、子ども

たちが。だからここでおじいさん、おばあ

さんの役をやってもらいたいと思うのが、

地域に何か役に立ちたいという、何と言っ

たらいいのかな、お年寄りの人たちの働き

場でもないけど、活躍の場をここで出して

もらったらどうかなと思うわけです。 

  一番簡単なのは、アカデミックなことは

もう学校の先生がやるんだから、体験談と

か、あれなんかはすごく子どもたちが興味

を持って聞いてくれて、それが一生離れな

いと。僕自身も５０年前に初めて会った親

戚のおじさんと東京に行ったときにお話し

たやつが、いまだに頭に残って、それ１回

しか会ってない、１回しか話してなくても

ずっと残ってる。そういう何かあるんです

よね。だからそういう場をうまいことつく

ってもらったら、学校運営協議会、コミュ

ニティスクールの大成功になるんじゃない

かなと期待しております。 

  次にいきます。７番目、保育所・幼稚園

の民営化の審議会が現在開催されてると、

毎月開かれてるわけですよね。 

（発言する者あり） 

○８番（小寺正人君） 

  民営化の審議会でしょう。 

○議長（永谷幸弘君） 

  どうぞ進めてください。 

○８番（小寺正人君） 

  何の審議会なの。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  現在、諮問しておりますのは、西地区に

あります吉川保育所とひかり幼稚園を施設

も老朽化しておるし、今後少子化が進むと

いうことで、その二つの所、園の統合につ

いてどうあるべきかということを諮問して

おりまして、施設の在り方も諮問しており

ますが、民営化の審議会ということではご

ざいません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  民営化の審議会ではないと。でも民営化

はテーマには上がっていると。ですよね。

想定しているじゃあ審議会ではなしに、豊

能町としては民営化するとどのようなメリ

ットがあるのか、逆に言えばデメリットを

言う人もおるんですよね。僕らはいっぱい

回ってきたから。必ずおるって。それをも

う説得して、説得して、やらんとできない

と聞いてる。その代わり一旦走り出すと、

次も次のここの保育所もやって頂戴と、こ

こもやって頂戴と、民営のほうがすごく人

気があると聞いてる。大体現在３０％が公

営、７０％が民営なんですね。それは多分

御存じですよね、当然ね。だから民が卑し

くて、公が貴いという、その話はもう何十

年も前にもう終わった話だと私は思ってる

ので、ぜひともこの問題を取り上げて、本

当はどっちがいいのか、本当は義務教育は

小学校、中学校が義務教育やね。その下は

まだ義務になってないから、義務教育じゃ

ない教育を目指した方は僕はいいと思って

るんですが、どう考えますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  現在子ども子育て審議会を２回開いてお

りまして、先ほど言いましたよう二つの園

を統合する、それはもうそれでいこうとい

うことで進んでおります。 

  ほかの議員さんの質問でもありましたけ

ども、こども園の設置運営形態につきまし

ては、公私連携、幼保連携型認定こども園
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とすることにより民間法人と保護者、町で

三者協議会を設置して、これまで公立園で

培われた保育、教育のノウハウを継承して

運営できること、また財政状況もその審議

会では初めに説明しております。そういう

ことから、設置費用の町負担が公立で設置

する場合と比較して４分の１以下であると

いうメリットを生かせばどうか、というふ

うな現在の審議内容となっているところで

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  私初めて視察したときに、民営化をして

るが特色の自治体があって、もう熱血漢の

職員が出てきます。話を聞いたらそのとき

に、老朽化した保育所を新しく建て替えな

あかんと、そのときに民営で建てると民の

業者ですね、民間の人が４分の１を出さな

あかんと、まず４分の１以上出さなあかん。

国がそのときは待機児童の解消という名目

さえあれば、３分の２は国が持ってくれる

と、建設費用のね。そうしたら４分の１足

す、３分の２は１２分の１１でしょうと、

じゃあ残ってるのは、１２分の１ですよね

と、やらない手はないですよねということ

で、説得に説得を重ねて、その人のエネル

ギー、馬力でそれをやったと。その人と話

をいろいろとしたんですけどね。そしたら

次に二つ目も民にして頂戴という保護者の

人が出てきて、二つ目を今やっていますと、

そういうところで、聞いてきました。 

  だから、今回財政調整基金枯渇という問

題も豊能町の大きな問題ですから、これを

解決できるかはどうかは分からないけど、

その一つにこれは役立つに資するものであ

ると僕は考えてるんですけど、町としては

どうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  教育委員会からは現在のところ、認定こ

ども園と幼稚園の分については、まだ諮問

中であるとお伺いしております。ただ、先

ほどの答弁もありましたように、あと議員

のお言葉にもありましたように、もしそう

いう財政面で有利な点があるならば、それ

は財政調整基金の枯渇を迎えている今の町

財政に有効であると考えます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今から２年８か月前ぐらいに、福祉教育

常任委員会で神奈川県厚木市やったかな、

そこへ視察に行きました。それで民営化を

して、やっぱりやれば財政負担がぐっと減

るということで、それをやるために何年間

かな、５年ぐらいかけたかな、意見を統一

するために、だから関係ないことはないと

思うよ。そちらからどんどん町からも当然

財政の負担なしにできるはずがないので、

それは私立であろうと、公立であろうと財

政の負担は要るわけやから、意見を当然述

べて話に乗らないといけないじゃないです

かね。その審議会に乗るかどうかは別にし

て、町内の庁議の中では絶対に話さないと

いけないことやと思ってますよ。それはど

うですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  まだ諮問の段階でありまして、今の時点

では正式にはお伺いはしておりませんけれ

ども、実際に費用件の負担とか、そういっ

たことになる場合については当然のことな

がら、財政面においては町のほうでも考え
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る必要があるとは考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それでは、次にいきます。７番目。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ７番目終わりましたよ。 

○８番（小寺正人君） 

  これ終わったな。その下の８番、安倍内

閣が消費税を１０％に引き上げるときに、

子どものところに手厚い予算を配分すると、

それで保育所、幼稚園、こども園は３歳児

から保育料を無償化したわけですよね。公

立も私立も全部無償化になったわけですよ、

３歳児以降はね。今残ってるのがゼロ歳児、

１歳児、２歳児、この人たちは従来どおり

の保育料を払ってるわけです。ですよね、

それは間違いないですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  保育料ですけども、ゼロから２歳児です

けども、３歳から５歳児が無償化されまし

たが、ゼロから２歳児まではそのときの保

育料の基準でいただいておるところでござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  これも福祉教育常任委員会で守口市に行

ったんですよね。守口市はもうゼロ歳児か

らずっと無料、安倍内閣が３歳児から無料

にする前から無料をやってるんですね。大

阪で初めてやったと思う。それを視察に行

ってきたわけです。どうしたかというと、

やっぱり民営にして浮いたお金が８億円ほ

ど浮いたと、それでもって無料化を実施し

ていると、そういう話でした。それで、そ

の話は当然以前にやったと思うんですけど

ゼロ歳児から１歳児、２歳児これの無償化

の実施時期はいつからやろうとしているの

かお聞きしたいです。前向きに考えるとい

う話を。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  前向きに検討すると答弁したとかと書い

てあるんですけども、３月議会の小寺議員

からの同様の質問におきまして、私からの

回答で、今後令和３年度におきましては、

ゼロ歳児から２歳児の無償化については行

わないということになっております、と回

答させていただいておりまして、現在のと

ころ幼児教育のゼロから２歳児の無償化に

ついては、国基準で進めてまいりたいとい

うふうにそのときも答えておりまして、現

在も今教育委員会としては、これで進めて

いく予定になっております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  その一つ前の１２月議会の西岡議員の質

問のときに前向きに考えているとそういう

答弁をなさいましたよね。３か月前の１２

月議会で。 

（発言する者あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  教育環境というところで、小寺議員がお

っしゃるように、やはり教育全般について

これは国からそれぞれの自治体自身が担っ

ていくということは、本当に必要なことだ

と思っています。今おっしゃるとおり、財

源確保ができれば、そういう方向の検討が
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できると思いますけれども、今の直営のま

までは財源確保ができないということでご

ざいますので、先ほどありましたように実

施タイミングというところが本当に重要に

なってくると思います。考え方としてはそ

の方向で私は検討していきたい。その中の

後はタイミングそれから財源確保、これを

やりながらその実施時期をしっかりと決め

たいというように思ってます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  町長の答弁が今ありましたけども、財源

の件ですけども、今はゼロから２歳児の保

育料ですけども、今年間で約1,４００万円

ほどになっております。無償化した場合は

この保育料を単費で支出する必要があると、

またそうすると、今保育士が非常に雇用す

るのがなかなかいないと、私教育部長会と

か視察先におきましても、同様の悩みを抱

えている自治体がほとんどでございます。

無償化すると働く方が増加し、ほかの市で

は無償化をやってはるところもあるんです

けども、保育所に勤務してくれる保育士、

それの確保もしっかりしていかなければな

らないというふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  だから民営化するという基本の考えが協

議で決まったら、次はいつするかという話

になるしね。その財源の確保もせなあかん

から、それに合わせてこの時期かなと。何

年の何月からやろうと、そのために財源を

どないして捻出するかということも合わせ

て考えなあかんから、これが教育委員会だ

けの話とこれ違うんですよ。この財政の問

題を抱えてるわけ、これとセットになって

るわけやからどんどん意見を申し上げない

と、今枯渇するという問題で財務のところ

はもうちょっと頭抱えてるんじゃないです

かね。そんなことないですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  昨日来から申し上げておりますように、

今現在町の財政はかなり厳しい状況を迎え

ておりますので、財政状況が厳しいという

ことは明らかでございます。幼稚園、保育

所の統合につきましても、そういった点に

ついては今後考えるべきであるとは考えて

おります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  じゃあ、次にいきますね。 

  １１番目のところの行政のデジタル化こ

れにいろいろ問題があるんですね。一番の

問題はお金も問題だし、人の問題ですよね。

これを推進する人がおらんかったら、こん

なもん機械だけ入ったって何もできないで

すよね。保守もできないし、物すごい速い

勢いで世の中が変わって、あっという間に

変わっていく。そのときに企業なんかはデ

ジタル化の遅れというのは、企業の死を意

味するんですよ。もう生きていけないんで

す企業が。だから物すごいお金をかけてで

もやるということで、役員の中でもＣＤＯ

と呼ばれる人が、かなりの力を持ってやっ

てると聞いてるんですけどね。その人を何

とかして採用できないのかなと、いつも思

うんですけどね。だって分からへん人が庁

議の中で話しても分からへんまま終わるじ

ゃないですか。そうじゃないですか、それ

どうするんのって言ったって、それ何、あ

れ何と言って終わってしまうんじゃないで
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すか。そんなことないの。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  デジタル化については、現在国でデジタ

ル庁が発足するなど、地方公共団体の業務

のデジタル化が加速的に進んでおります。

で、職員のほうでも今現在総務課のほうで

デジタルのほうの担当をしておりまして、

ほかの業務を抱えながらではありますけれ

ども、国の通知やそういったネットでの事

例を参考にいたしまして、日々デジタルの

業務については勉強を行っておりますので、

何が何だか分からないというところではご

ざいません。ただ、しかし今後そういった

いわゆるＩＴ化についての課題につきまし

て、専門的な人材の確保については今後の

課題であると認識はしております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  中川議員が先ほど質問をいろいろされた

中に、もう何か訳も分からんぐらいたくさ

んありましたよね。あれが現状なんでしょ

うね。それが分かる人って多分若い人だっ

たら分かるかもしれないけど、そうか情報

を専門にやってきたとかね。その人たちが

今なかなか来てもらえないですよね、今。

何か初任給で1,０００万円あげますという

企業も出てきてるぐらいやからね。引っ張

りだこらしい。 

  とにかくね、やっていかなあかんことは

やっていかなあかんわけやから、ＣＩＯさ

んやとかね、ＣＤＯさんやとか、そういう

人たちを何とか任期付き職員でいいので、

彼らはここで成功したらその成功体験を次

の企業へ持って行って、そこで成功したら

またステップアップして次の企業に持って

行くんやから、終身雇用みたいな考えは全

くしてないわけ。だから絶対に募集したら

やって来ると思うんだけどね。ぜひ、考え

てほしいなと思ってます。 

  次にいきます。それで中長期シミュレー

ション、これを３月２７日に大阪府がホー

ムページに上げたわけですよね。その中に

書かれてることが衝撃なことが書かれてい

ると。どう書かれてるかというと、大阪府

の豊能町の中長期財政シミュレーションに

ついて、監査委員の意見書の中に厳しく、

もうとにかくすごいことを書かれてるわけ

ですよ。 

  公共施設、インフラの更新、保全費用な

どを織り込んでいないなど、不確定要素も

相当含んで変動幅があるけれども、財政調

整基金は枯渇し、令和の６年度には財政健

全化法に基づく財政再生基準を超えると示

しており、財政調整基金の減少傾向を踏ま

えると、危機的な財政状況で推移している

と言えると。これは監査委員が書いてるん

ですよ。 

  本町におきまして公表されたシミュレー

ションをより精査をして、町としての将来

像を想定した中長期の財政シミュレーショ

ンを改めて策定し、将来の財政状況の見通

しについて共通認識を図り、財政の健全化

に向けて詳細にわたり住民や議会に説明し

公表する責務があると考えると、こう書い

てるんですよね。間違いないですかね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  先ほど小寺議員がおっしゃったとおり、

豊能町の財政につきましては、今回の決算

におきまして監査委員さんからも厳しい御

指摘を受けておるところでございます。監

査委員の意見書の概要につきましては、先
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ほど小寺議員がおっしゃったことで間違い

ないと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それで、中にもう厳しいこと満載になっ

ている。豊能町が出している行財政改革プ

ラン２０１９、２０１９年、これをこの中

ではプラン２０１９と略称で書いてるけど

ね、こう呼びましょうと。これについて検

証、プラン２０１９のように総額の数値目

標も示されていない行財政改革計画は、そ

の年度の改革効果の出来高、実績額に左右

されて計画的な行財政改革は進められず、

２年間の財政上の効果がどの程度進捗して

いるのか不明であるため、収支改善額の検

証を行い、危機的な財政状況をどのように

回避するか町として公表する必要があると、

こう書かれてるんですね。もう満載で書か

れてる、間違いないですよね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  監査委員から行財政改革プラン２０１９

に関して、厳しい御意見をいただいている

ところは確かでございます。ただ、行財政

改革プランにつきましては、町全体の行財

政の改革というところで効果額が出せる部

分と出せない部分がございます。そういっ

た点も監査委員さんのほうにはもちろん御

説明をするところではございますが、実際

に財政状況が厳しい中、監査委員の御心配

というのはごもっともではあると考えてお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それから、財政再建への道筋を立てなさ

いと書いてある。その中の例としてですよ。

歳計剰余金を全額を基金に戻し入れると言

ったらいいんですか、やっぱり積立てか、

今半分積立てに持っていってるんですよね、

基金へ。なら半分は翌年の歳入に代わっと

るやないかと、そんなことをしてたら見か

けだけの戻し、基金へ戻してるけど半分は

戻してないんやったら、翌月にそれを歳入

として扱っとるやないかと、そういう指摘

がされてるんですよね。だから全額戻しな

さいよと、こう言ってますよね。間違いな

いですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  監査委員の御意見によりまして、前年度

から余剰金につきましては、全額積み立て

るようにという御指摘があることは間違い

ではございません。本町におきましては地

方財政法の規定に基づきまして、地方財政

法には２分の１の額を積み立てるという規

定がございますので、現在２分の１の額を

積み立てております。 

  残念ながら、本町の財政状況におきまし

ては、昨日来申し上げておりますとおり、

財政調整基金の繰入れに頼らざるを得ない

部分がございますので、一度２分の１を超

える額全額を一度積み立てても、また最終

的にはその基金を繰り入れなければならな

いという実情がございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  だから一旦戻しなさいよと、翌期になっ

たらもう一回そこからもらったらいいでし

ょうと、そう言ってるわけです。それを中

途半端に２分の１は戻してるけども、２分

の１は翌月に回しているといったら、もう
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二つに分かれただけで、見かけ上何かよく

分からないねというようなことを書いてる

よね、ここにはね。 

 それで、基金の取崩しを原則凍結しなさい

と、そこも書いてるよね。それは間違いな

いですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  監査委員からは、基金の取崩しを原則中

止するようにという御提言をこの決算審査

の意見書の中でいただいております。ただ、

豊能町の現状として、やはり町として絶対

にやらなければならない事業というのがご

ざいます。その事業を積み重ねていった場

合、最終的に今現在は財政調整基金の取崩

しに頼らざるを得ない状況であるというこ

とは、間違いはございません。 

  今後、その基金をなるだけ取り崩さない

で済むような財政運営を行ってまいりたい

と考えておるところなんですけれども、今

現在基金を取り崩さずにというところは今

すぐにというのは、ちょっとなかなか難し

いのではないかなと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で小寺正人議員の一般質問を終わり

ます。 

  以上で一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時１０分といたします。 

（午後０時２０分 休憩） 

（午後１時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２「第３４号議案から第３９号議

案まで及び第１号認定から第６号認定」ま

でを議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容はそれぞれ各常任委員会及び決

算特別委員会に付託いたしますので、大綱

のみをお願いいたします。 

  なお御承知ではございますが、質疑は議

題になっている事件に対して行われるもの

でありますから、現に議題になっていなけ

ればなりません。 

  また、議題に関係のないことを聞くこと

ができない、このように規定されておりま

すので、その点十分御協力いただきますよ

うお願い申し上げます。 

  初めに、第３４号議案から第３９号議案

までの６件に対する質疑を行います。 

  ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  次に第１号認定から第６号認定までの６

件に対する質疑を行います。 

  ございませんか。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ５番、管野英美子でございます。人件費

と労働仕事量についてお尋ねをします。 

  人件費はそれぞれの科目についています。

そして昨日の質問の中にも、経常収支の中

で人件費の占める割合が高いことを指摘さ

れていました。実際の仕事量はどうなのか

ということで、会計年度任用職員も働き方

によって期末手当が支給されるようになり、

さらに人件費の増が見込まれています。人

件費を抑えるためのサービス残業やサービ

ス休日出勤になっていないのか。管理職も

含めて労働基準法に違反していないのか。

人件費と仕事量、労働についてどのように

考えていらっしゃるのか、今度の予算にも

関わることなので、その姿勢というんです

かをお聞かせいただけますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 
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  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  人件費につきましては、各費目別といい

ますか、款別にそれぞれ人件費事業という

形で総務費であるとか、衛生費であるとか

民生費という形で分割して予算化しており、

それが今回の決算に表れている状況になっ

ております。 

  人件費の算定につきましては、正職員に

つきましては、予算の編成の際に人件費に

関するヒアリング、今現在の職務の状況は

どうであるかとか、今後来年度というか、

次年度に向けての事業はどういった事業が

あるのかということをヒアリングをした上

で、最終的に総務部局のほうで必要な人員

を算定した上で、正職員の配置を決めてお

ります。 

  会計年度任用職員についても、同様のや

り方でやっておりまして、同じく次年度に

おける事業、どれぐらいの事業があるのか、

今年度はこうやったけども、来年度はこう

なるというヒアリングを各課に行った上で、

人員配置のほうをまた人事部局のほうで定

めまして、予算化しております。時間外勤

務手当につきましては、現在各所属長のほ

うに時間外の勤務をする場合には必ず所属

の職員のほうに確認を取った上で、事前に

命令という形で徹底をしておるところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  それにしては、随分朝９時過ぎにここを

通ると、全館電気がついているときもある

んです。もちろんそれが予算編成されてる

ときなのか、そういうときなのかもしれま

せんけれど、本当にその休日出勤等がサー

ビス残業とかになっていないのかとかいう

ので、労働職員組合と協定を結ぶとか、３

６協定に違反していないかとか、そういう

ことはチェックされてるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  職務の状況であるとか、季節的なものも

ありまして、最終的に夜遅くまで電気がつ

いているときがあるのは事実でございます。

先ほど申し上げましたように、所属長のほ

うで時間外の勤務その他につきましては、

きちんと把握した上で、最終的に職務命令

という形で時間外を行っているものである

と認識をしております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第１号認定から第６号認定までは６名の

委員をもって構成する決算特別委員会を設

置し、また第３４号議案から第３９号議案

までは、お手元に配付いたしております付

託表のとおり、各常任委員会及び決算特別

委員会にそれぞれ付託の上審査することに

したいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  異議なしと認めます。 

  よって第３４号議案から第３９号議案ま

で及び第１号認定から第６号認定までは、

お手元に配付いたしております付託表のと

おり、各常任委員会及び決算特別委員会に

それぞれ付託の上審査することに決定いた

しました。 

  ただいま設置いたしました決算特別委員



 3－39 

会の委員の選任については、委員会条例第

７条の規定により、決算特別委員会委員に、 

  中川敦司議員。 

  寺脇直子議員。 

  井川佳子議員。 

  秋元美智子議員。 

  高尾靖子議員。 

  西岡義克議員。 

  以上６名をそれぞれ指名いたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名

の議員を、決算特別委員会委員に選任する

ことに決しました。 

  ただいま選任いたしました決算特別委員

会委員の互選により、委員長に寺脇直子議

員、副委員長に西岡義克議員が選出されま

した。 

  以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、９月１０日午後１時より会議を

開きます。 

  本日は大変に御苦労さまでございました。 

 

散会 午後１時１７分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第３４号議案 豊能町個人情報保護条例及び豊能町行政手続における特定 

       の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ 

       く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例改 

       正の件 

第３５号議案 豊能町手数料条例改正の件 

第３６号議案 令和３年度豊能町一般会計補正予算(第３回)の件 

第３７号議案 令和３年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 

       (第１回)の件 

第３８号議案 令和３年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定補 

       正予算(第２回)の件 

第３９号議案 令和３年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算(第 

       １回)の件 

第 １号認定 令和２年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ２号認定 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出 

       決算の認定について 

第 ３号認定 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定歳 

       入歳出決算の認定について 

第 ４号認定 令和２年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

       認定について 

第 ５号認定 令和２年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算 

       の認定について 

第 ６号認定 令和２年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ８番 

 

        同    ９番 

 

 

 

 


